
　池脇　箕岡先生、質問は、認知症に
がんを合併したケースで、どのように
して診断、そして治療、場合によって
緩和ケアをしていくかということです。
それを倫理的な立場から先生にうかが
いたいのですが、最近、認知症が増え
ていますし、またがんは日本人の死因
の第１位ですので、当然認知症とがん
が合併している患者さんも増えてきて
いると思うのです。そのあたり、先生
は、実際にかかわっておられてどうな
のでしょうか。
　箕岡　認知症の人の数は予想以上に
増加の一途をたどっています。認知症
の人の数は315万人といわれていまし
たけれども、最近の統計では400万人
以上といわれています。そして、認知

症の多くは高齢者ですので、ほかの病
気、例えば今おっしゃったがんとか、
あるいは心臓病、呼吸器疾患、さらに
はロコモーティブシンドロームといっ
たような運動器の疾患などを合併して
いることがしばしばあります。
　実際、認知症そのもので亡くなるの
ではなくて、他疾患、他の病気によっ
て命を奪われることがほとんどです。
しかも、認知症だからという先入観や
偏見で、適切な治療を受ける権利を奪
われているケースがしばしば見受けら
れています。これには、エイジズム、
年齢による差別と同様に、ディメンチ
ズムという認知症による差別といった
問題が含まれています。
　池脇　確かに、極端な例かもしれま
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　認知症患者増加に伴い、様々な合併疾患の増加も問題になっています。特に、
認知症患者のがん合併に関しては問題が多いと考えています。認知症を背景に
持つ患者における様々ながん罹患時の診断から治療、さらに緩和医療に至るま
での治療時の注意点などについてご教示ください。
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せんけれども、がんの患者さんでも、
認知症があるから退院になるとか、行
き場がなくなるようなケースもありま
すね。
　箕岡　ディメンチズム、認知症によ
る差別には、医療専門家によるパター
ナリズム的な偏見、今おっしゃってい
ただいたような偏見と、あとは家族の
代理判断における偏見もあります。
　池脇　そのあたり、例えばがんでし
たら、終末期でなかなか回復する見込
みがないというときに、どうやって治
療していくかというのは、なかなか難
しい問題がありそうな気がしますけれ
ども。
　箕岡　終末期というのは、現在、法
律のけんけつ領域、つまりそれに従え
ばいい明確な法律がないといわれてい
る領域になります。実際、厚生労働省
が終末期のガイドラインを出していま
すし、他の幾つかの学会がガイドライ
ンを出していますけれども、臨床の現
場は法律がないゆえに苦労しているの
が現状だと思います。
　池脇　確かに、終末期について、厚
労省の出す指針というのは必ずしも現
場に一致しないところがあって、その
あたり、なかなか整備されていないと
いうことはわかりました。その観点で、
まず医学的な視点ではどういうことに
なるのでしょうか。
　箕岡　医学的視点につきましては、
他の認知症のない患者さんと同様に、

まず適切な診断をするよう努力するこ
とから始めます。この正しい医学的事
実が不在ですと、今後の治療方針につ
いて適切な倫理的判断ができないから
です。現在の病気のステージ、そして
それは治癒可能な病態なのかどうか。
あるいは、実施しようとしている治療
は有益なのか無益なのかといったよう
なことを考えますけれども、がん単独
ではなく、認知症の合併もある場合に
は、予後の評価というのは複雑なファ
クターがかかわり合って、簡単ではな
い場合がしばしばあります。
　そして、認知症がない人は、辛い治
療に耐えることが将来の自分のために
なることを理解できますけれども、認
知症の患者さんの場合には、診断や治
療に伴う苦痛を、いくら説明しても理
解できなかったり、我慢できない場合
があります。そのような場合には、例
えば手術や抗がん剤治療や放射線治療
を受け入れることができるのかどうか。
あるいは、これらの医療を強要するこ
とについて、ご本人の利益、ベネフィ
ットは本当に負担を上回っているのか
どうか。もしかしたら、緩和ケアが早
い段階から必要なのではないかといっ
たようなことを、認知症の病状や、あ
るいはその方の感情に配慮しながら、
家族などと十分な話し合いを持って判
断することになります。
　池脇　認知症がある患者さんで、が
んに限らず、いろいろな検査をしよう
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としますね。その検査ができるかどう
かというのも、認知症があるかどうか
でだいぶ最終的な診断率も変わってき
ますね。
　箕岡　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池脇　こういったケースでは、医学
的な側面以外のいろいろな倫理的な視
点も大事だと思うのですけれども、そ
のあたり、どうなのでしょう。
　箕岡　倫理的視点のまず１番目とし
て、ご本人の意思について私どもはま
ず考えなければいけないと思っていま
す。認知症の患者さんにおきましても、
他の患者さんと同様に、ご本人の意思
を尊重することはたいへん重要ですけ
れども、認知症の場合にはご自分の意
思を表明できない場合がしばしばあり
ます。そして、自己決定の権利という
のは意思能力があれば保障されるとい
うことになっています。認知症の終末
期におきましては、認知症の方に意思
能力がないことは明確です。しかし、
認知症のすべてのステージにおいて認
知症の方の意思能力がないわけではあ
りません。
　この自己決定に必要な意思能力は、
特定の課題ごと、そして時間の経過に
応じて経時的に、そして選択結果の重
大性に応じて変化します。特に、軽度
な認知症の場合には、できるだけご本
人の意向を尊重するように、意思決定
の支援、シェアード・デシジョン・メ

イキングをすることが大切かと思いま
す。しかし、中等度以上ですと、自分
で決めることができない場合が多いで
すから、家族が代理で判断しなければ
ならなくなってきます。
　池脇　ご本人で確認できないという
ことになると、ご家族の判断を仰ぐと
いうことになって、またいろいろな問
題がありそうですけれども、そのあた
りはどうなのでしょうか。
　箕岡　家族による代理判断というの
は、倫理的に考えるべき点が多いとこ
ろです。と申しますのは、家族の決定
がご本人の意思とか願望をちゃんと反
映しているのかどうかということを私
たちは考えなければならないからです。
時に家族の決定は、家族の願望とか家
族の都合になってしまっています。さ
らには、家族の意見はご本人の最善の
利益を本当に反映しているのかどうか。
あるいは、家族の中で意見の不一致は
ないのか。あるいは、ご本人と家族と
は利益相反はないのかといったような
ことも考える必要が出てきます。
　池脇　こういう場合には、家族とい
っても、極端な話、お一人の場合もあ
れば、多数の方もあって、そういった
ものをまとめていくというのも医療サ
イドとして非常に難しい問題かなと思
いますけれども。
　箕岡　そうですね。患者さんご本人
が意思表明できない場合には、家族が
決めることがほとんどですし、実際、
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家族が決めることは必ずしも悪いこと
ではないのですけれども、それには適
切な家族による、適切な代理判断の手
順を踏む必要があります。
　それでは、どのような人が代理判断
者、キーパーソンとしてふさわしいの
かといいますと、判例が幾つかの条件
を示しています。１番目に患者の性格、
価値観、人生観等について十分知って
いて、その意思を的確に推定しうる立
場にあるということ。２番目に患者の
病状、治療内容、予後等について十分
な情報と正確な認識を持っているとい
うこと。そして３番目に家族の意思表
示が患者の立場に立ったうえで真摯な
考慮に基づいたものであることとして
います。このような家族なら、ご本人
に代わって代理判断をしてもいいです
よということになります。
　そして、適切な代理判断の手順とい
たしましては、１番目にご本人の書い
た事前指示の尊重、２番目に患者さん
本人の意思を適切に推定するというこ
と、そして３番目に最善の利益判断と
いうものが行われることになります。
実際、世界の多くの国々の終末期ガイ
ドラインも、日本も含めまして、この
手順に沿っています。
　池脇　確かに今先生が言われたこと
で進めるのが一番いいのだと思うので
すけれども、そういったことを決定し
ていくプロセスというのもきちっと見
ていく必要がありますね。

　箕岡　おっしゃるとおりです。意思
決定の公正なプロセスというのはたい
へん大事になってきます。これを我々
は手続き的公正性というふうに呼んで
いますけれども、この手続き的公正に
つきましては、中立性、そして透明性
に配慮した、密室にならない、そして
独断にならないプロセスが必要だとい
うことになります。
　具体的には、記録をしっかり取った
り、あるいは関係者間で十分なコミュ
ニケーションや対話をしたり、さらに
解決困難な事例では倫理委員会とか倫
理コンサルテーションといった中立的
第三者のアドバイスを受けるシステム
が必要となります。
　実際、臨床の事例は、同じような認
知症にがんを合併した事例でも、それ
ぞれのケースごとの個性に応じまして
解決策が異なりますので、解決が困難
な事例におきましては、倫理コンサル
テーションにかけて、皆で意見交換を
したり、助言を受けたりすることが必
要になるかと思います。実際、臨床現
場において倫理的助言のできる人材を
養成するために、日本臨床倫理学会が
研修の制度を始めています。
　池脇　患者さんご本人が、自分が何
を希望しているのかわかっていること
が大事と考えてよろしいですか。
　箕岡　はい、おっしゃるとおりです。
ご本人がどのような治療のゴールを望
むのか、あるいはどのようなQOLを望
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むのかということを知っておくために
は、ご本人が意思能力が正常だったと
きに作成した事前指示が役立つと思っ
ています。また、アドバンスケアプラ
ンニングを適切に立てるためにも事前
指示はたいへん重要になりますので、
今後の普及が望まれます。
　私どもが普及活動をしている事前指
示書、「私の４つのお願い」というも
のがありますが、その内容は、あなた
が重い病気にかかり、自分の意思を伝
えることができなくなったときに、ま
ず１番目のお願いは、あなたに代わっ
て、あなたの医療やケアに関する判断、
決定をしてほしい人を指名いたします。
２番目といたしまして、あなたが望む
医療処置、望まない医療処置について。
そして３番目は、あなたの残された人
生を快適に過ごし、充実したものにす
るために、どのようにしてほしいのか
についてです。そして４番目は、あな
たの大切な人々に伝えたいこと。以上、
４つの具体的なお願いから成り立って

います。
　池脇　最後になりますけれども、緩
和ケアということに関してはいかがで
しょうか。
　箕岡　特に認知症の患者さんは、治
療に伴う苦痛が理解できなかったり、
あるいは我慢できない場合、あるいは
逆に痛みを適切に表現できない場合が
ありますので、その人にとって、人生
のこの時期に何が一番最善の医療なの
かを考えたときに、苦痛の除去が主な
治療目標になることもあり得ます。
　この緩和ケアという概念は、今まで
は、主にがんの患者さんにとって重要
でしたが、今後、がんの患者さんだけ
でなく、認知症をはじめとする高齢者
の慢性疾患においてもたいへん重要で
して、2011年６月にWHOも高齢者の
慢性疾患における緩和ケアのよりよい
実践のためにガイドラインを出してい
ます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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